
（令和 7年度～） 

 

 

荒天時の対応について 

 

(1) 板橋区に「暴風警報・大雪警報・暴風雪警報」または「何らかの特別警報」が発令されている場合は、 

     生徒は原則として自宅学習とする。ただし、以下の時点で解除された場合は、つぎのように扱うこと 

     とする。 

 

 １．午前６時の時点で発令されていない（解除されている）場合 

   始業時刻 午前 8 時 30 分 平常授業 

 ２．午前６時の時点で発令されており、午前８時の時点で解除されている場合   

   始業時刻 午前 10 時 20 分 

３時限目（午前 10 時 30 分）から授業 

 

 ３．午前６時、午前８時の時点で発令されており、午前１０時の時点で解除されている場合 

   始業時刻 午後０時 40 分 

５時限目（午後０時 50 分）から授業 

 

 ４．午前６時、午前８時、午前１０時の時点で発令されている場合 

その日は自宅学習とする 

 

 ＊補足事項＊ 

    午前６時の時点で警報が発令されていない場合は原則として平常授業だが、台風の接近、 

   交通機関の停止・遅延等によりやむを得ず出席できない生徒は、自宅学習扱いとする。 

 

(2) 警報が解除された後も、交通機関の停止・遅延により、やむを得ず出席できない場合は、自宅学習扱いとする。 

(3) 荒天による欠席は自宅学習となり、出席簿上では、欠席扱いとはならない。 


